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作為日本型先住民族政策的 

愛努施策推進法的意義 
 



 

 

〔摘要〕 

 

將愛努民族定位為先住民族的第一部法律，愛努施策推進法已於 2019 年 5

月 24 日施行。從歷史上來看，雖然愛努人為日本北部的先住民族已是十分清楚

明白的事實，但與許多外國的原住民族仍有不同，他們不是作為集體權主體的民

族組織，且在認定先住民個人身分方面，必要的資料也還未整備完善。本文將探

討此一作為因應愛努人與日本實際情況的先住民族政策的愛努施策推進法的意

義。 

 

〔關鍵字〕愛努民族、先住民族、愛努施策 
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 The significance of the Ainu Policy Promotion Act 

of 2019 :A basis of an indigenous policy  

fitting the conditions of the Ainu and Japan 

 
Teruki TSUNEMOTO 

 

 

Abstract 

 

On May 24, 2019, the Ainu Policy Promotion Act, the first law to position the Ainu 

people as an indigenous people, was enforced. Historically, it is clear that Ainu are 

indigenous people in northern Japan. However, unlike indigenous peoples in other 

countries, there is no ethnic organization that is the subject of collective rights, and no 

materials necessary for certifying an individual as an Ainu are found available at present. 

The significance of the Ainu Policy Promotion Act as a basis of indigenous policy 

measures that match the actual situation of the Ainu and Japan will be examined. 
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日本型先住民族政策としての 

アイヌ施策推進法の意義 

 


 

 

〔摘要〕 

 

2019年 5月 24日に、アイヌ民族を先住民族と位置づけた初めての法律であ

るアイヌ施策推進法が施行された。歴史的に見てアイヌが日本北部の先住民族

であることは明らかであるが、諸外国の先住民族とは異なり、集団的権利の主

体となる民族組織はなく、先住民個人を認定するのに必要な資料も整備されて

いない。このようなアイヌと日本の実状に適合した先住民族政策としてのアイ

ヌ施策推進法の意義を検討する。 

 

〔關鍵字〕アイヌ民族、先住民族、アイヌ施策 
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一、はじめに 

 

1

11 1997

2 対 楽

産 20 経

 

 

2019 2 15 198

4 11 19 ・

3 4 26 5 24

                                                      
1 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（平成

9年法律第52号）。拙稿「アイヌ新法の意義と先住民族の権利」法時69巻9号（1997年）

2頁。 
2 1994年に日本社会党（当時）の村山委員長を首班とする社会党と自民党の連立政権が誕生

し、そのもとに文化人類学、民族学、ジェンダー学、憲法学等の研究者、最高裁判所元

判事及び北海道知事などをメンバーとする「ウタリ対策のあり方に関する有識懇談会」

が設置された。懇談会は96年に、アイヌは独自の文化を持った民族であり、民族の伝統

と文化を振興するための法律の制定を求める報告書を政府に提出した。もっとも、懇談

会は、アイヌが政治、文化及び土地について固有の自決権を持つ先住民族であるかどう

かについての判断には踏み込まなかった。懇談会の報告書を受けて97年に制定されたの

がアイヌ文化振興法である。拙稿「アイヌ民族の法的地位」原教界第18期（2007年）11

頁。 
3 賛成した会派の中に反対意見がなかったわけではない。自民党の中にはアイヌ民族のみを
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収 廃  

    

権 内

検 4  

 

二、立法の経緯5 

 

  2008 6 6

択 内

独 独

権

6

                                                                                                            
対象とする施策を疑問視する議員が一定数おり、他方野党の中には先住民族としての権

利保障を要求する声が聞かれた。これらの圧力は、法案審議はもとより、施行後の推進

法の運用にいろいろな影響を及ぼしている。 
4 アイヌ民族の現状、先住民族の意義及びアイヌ政策に関する私見並びに関連文献等につい

ては、拙稿「憲法はアイヌ民族について何を語っているか」松井茂記編『スターバック

スでラテを飲みながら憲法を考える』（有斐閣、2016年）73頁、または拙稿「原住民族

政策觀點下的日本愛努民族政策」原住民族法學第期（2017）1頁の参看を乞いたい。 
5  明治期から主としてアイヌ文化振興法までのアイヌ法制及びそれに係る学説状況に関す   

 る包括的研究として、中村睦男『アイヌ民族法制と憲法』（北海道大学出版会、2018年）。 
6  落合研一「『先住民族の権利に関する国連宣言』とアイヌ政策」法時85巻12号（2013年）   

 65頁。 



8               第 44 期 2019年 10月 

 

7

・ 誉

・ 誉 内 ・

・

2009 7 検

 

 

7 状

8

状

 

 

2007

択

状

様 当

                                                      
7   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1.pdf 
8 札幌地判平成9・3・27判時1598号33頁。拙稿「先住民族と裁判---二風谷ダム判決の一

考察」国際人権9号(1998年) 51頁。 
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応

 

 

続

9

14

応

当 廃 2

権

13

択 択 当

13

択

10  

 

2009 12

2010 8

                                                      
9 中華民国憲法とは異なり、日本国憲法には、アイヌ民族や先住民族に関する規定は存在し

ない。 
10 憲法13条とアイヌ民族の関係について、佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011年）

139頁。 
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1 2 1

内 検

図 毎 検 11  

 

12 徴

2020 4 24

13 称

 

 

継続

覚

 

                                                      
11 推進会議及び作業部会の構成及び審議状況等については、  

  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html 
12 「民族共生の象徴となる空間」作業部会報告書。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/shuchou-kukan/houkokusho.pdf 
13   https://ainu-upopoy.jp/、拙稿「邁向2020年─愛努政策的現況與展望」原教界第8期 

（2018年）70頁。 
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三、推進法の概要 
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14

内

10 当

聴 15 経

16 15

様

産

16 17

団 録 18 経

19

 

 

営

17 20 31

内

内 32 40  

 

5 経 状

                                                      
14 事業としては、伝統的なアイヌ文化・生活の場の再生支援、木工芸品等の材料供給シス  

 テムの整備、アイヌ文化のブランド化推進、アイヌ文化関連の観光プロモーション及び 

観光振興、地域住民のためのバス運行、アイヌと地域住民の交流の場の整備、アイヌ高   

 齢者のコミュニティ活動の支援、地域の子どもの学習支援など様々なものが想定される。 
15 事業実施者は事柄の性質上アイヌが中心となることが想定され、この規定により地域の

アイヌの意見と要望の事業への反映が事実上担保される。 
16 初年度は10億円が、２年目となる2020年度は20億円が予算化された。 
17 振興法の下で文化振興事業にあたっていた公益財団法人アイヌ民族文化財団が引き続き

指定された。 
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検
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四、論点の検討 

 

（一）民族と国の実状に応じた先住民族政策 
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18 1982年憲法法律35条2項「本法律において、『カナダの先住民』とは、カナダのインデ

ィアン、イヌイット及びメティスの人々を含む。」松井茂記『カナダの憲法』（岩波書店、   

2012年）335頁。 
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（二）権利主体と施策対象 

 

権 権

対

権 権 団 権 権

19
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戸

権 対

20

権 21  

 

団 団

継

                                                      
19 合衆国憲法8編3項。 
20 権利主体の問題は、国による同化政策の結果なのであるから、国がそれを持ち出すべきで

はないという主張もあるが、それを認めたとしても問題が解消するわけではない。また、

かりにこの問題が制度的に解決されたとしても、次は海外で見られるような部族政府の

正統性や個人認定の当否をめぐる紛争への対処が待っているのかもしれない。 
21 権利主体の理論的基礎付けを検討すべきとか民族組織復興を国が支援すべき等の主張も

あるが、そのような当為論と現実の制度設計に係る議論は別の次元に属する。 
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22 具体の文化伝承の担い手という意味ではなく、広くアイヌの人々を含む。 
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（三）マジョリティとの関係 
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23  Rice v. Cayetano, 528 U.S. 495 (2000). 拙稿「Rice v. Cayetano」アメリカ法2001-1号（2001

年）202頁。 
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（四）キーコンセプトとしての文化 
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24  アイヌ語は2009年2月にユネスコにより「極めて深刻な」消滅危機言語に指定された。 
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（五）その他の法律の内容 
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25 地域再生法5条、13条。 
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